
（新）産業廃棄物行政人材育成費 ５０百万円（０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

１．事業の概要

産業廃棄物行政は、基本的に都道府県・保健所設置市によって担われて

いることから、これら都道府県市の行政担当者の対処能力を向上させるこ

とは、産業廃棄物行政における体制整備の一環として極めて重要である。

近年、不法投棄対策の強化等のため、廃棄物処理法や政省令等が頻繁に

改正されていること、ますます悪質化・巧妙化・複雑化する産廃問題に的

確に対処しなければならないことを勘案すると、すべての都道府県市の産

廃行政の対処能力を常に一定以上のレベルに保つことが必要である。

また、本年６月に発表された「不法投棄撲滅アクションプラン」の３つ

の視点の１つである「制度を支える人材の育成」の方策の１つとして、産

廃アカデミーによる国と地方の人材育成が挙げられているところ。

このため、国が、都道府県市の産廃新任職員等の集中的な専門的研修

（『産廃アカデミー』）を一元的に行う。

２．事業計画

都道府県市の産廃担当部局新任職員を対象として、講義及び現場実習か

らなる集中的な専門研修を、環境調査研修所にて実施する。

３．施策の効果

○「制度を支える人材の育成」が図られる。

○実践的かつ高度な専門研修を受講することができる。

○数次にわたる廃棄物処理法や政省令等の改正に対処する産廃行政担当者

の事務処理能力の向上

○悪質化・巧妙化・複雑化する産廃問題への的確な対処




